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⽂化財防災センターの取り組みと
能登半島地震被災⽂化財等レスキュー事業

髙妻洋成

全国歴史資料保存利⽤機関連絡協議会調査・研究委員会
令和６年能登半島地震被害報告会 2024.07.25
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救出、緊急保管、応急処置、
⼀時保管

修理
Build Back Better

災害リスクの軽減

リスクをゼロにすることは困難
災害時に即応できる体制の構築

文化財防災スパイラル
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文化財を災害から守るために 事業の５つの柱
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本部事務局

⽂化財活⽤センター

⽂化財防災センター

法⼈本部

総務担当

研究担当

⽂化財防災プロジェクトチーム

統括リーダー副センター⻑センター⻑

東京国⽴博物館
京都国⽴博物館
奈良国⽴博物館

九州国⽴博物館

東京⽂化財研究所
奈良⽂化財研究所
アジア太平洋無形⽂化遺産センター
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令和６年能登半島地震

１月１日 ぶんぼう本部相互連絡
１月２日 ぶんぼう本部会議。文化庁と連絡。
１月３日 文化庁との協議（以降随時）。ぶんぼう緊急会議。
１月９日 被災文化財等救援事業と文化財建造物復旧支援事業の実施決定。（文化

庁文化財災害対策委員会（第9回））
１月１１日 石川県および富山県と協議

文化庁より（独）国立文化財機構理事長宛に依頼文発出。「令和6年能登半
島地震で被災した文化財等の救援及び建造物復旧支援について（依頼）」

１月１６日 富山県と石川県の国指定・登録、県指定、市町村指定の文化財の被災推
定マップ作成。

１月２２日 石川県および富山県と協議
１月２５日 石川県からの救援要請を受け、文化庁文化財災害対策委員会（第10回、

メール審議）にて、石川県における被災文化財等救援事業及び文化財建
造物復旧支援事業の実施を(独)国立文化財機構に依頼することを決定。1
月25日付で国立文化財機構に依頼状を発出。

２月７日 富山県からの救援要請を受け、富山県においても事業を実施することを決
定。

２月１３日 被災文化財等救援委員会及び文化財建造物復旧支援委員会の合同委員
会開催。

２月１９日 金沢現地本部開設。救援活動開始。
３月１１日 能登現地本部開設。

発災以降の動き
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令和6年能登半島地震被災⽂化財等救援事業（⽂化財レスキュー事業）
⽂化財の廃棄・散逸を防⽌するため、主に国指定等以外の⽂化財（動産⽂化財）を対象として、緊急に保全措置を
必要とする動産⽂化財及び美術品を対象に、救出、応急措置し、博物館等において⼀時保管を実施

国⽴⽂化財機構

被災⽂化財等救援委員会
事務局︓⽂化財防災センター
構成員︓⽂化遺産防災ネットワーク推進会議参画団体 ※

現地本部

レスキュー隊
被災市町村

⽂化財所有者等

⽂化庁
（⽂化財等災害対策委員会）

設置

設置

編成

レスキュー作業

事業委託

救援要請

※⽂化遺産防災ネットワーク推進会議参画団体
（27団体）2024年2⽉5⽇現在

国⽴⽂化財機構
国⽴美術館
国⽴科学博物館
⼈間⽂化研究機構
国⽴国会図書館
国⽴公⽂書館
⽇本博物館協会
⽇本図書館協会
全国科学博物館協議会
⽂化財保存修復学会
⽇本考古学協会
⽇本⽂化財科学会
全国美術館会議

全国歴史資料保存利⽤機関連絡協議会
全国⼤学博物館学講座協議会
宮城歴史資料保全ネットワーク
歴史資料ネットワーク
⻄⽇本⾃然史系博物館ネットワーク
全国歴史⺠俗系博物館協議会
⼤学博物館等協議会
⽂化財保護・芸術研究助成財団
⽂化財保存⽀援機構
⽇本⺠具学会
九州・⼭⼝ミュージアム連携事業実⾏委員会
国宝修理装潢師連盟
映画保存協会
⽇本⺠俗学会

調整

実施主体

被災県
⽂化財保護⾏政主管部局
⽂化財等関係県有施設

救援要請 調整

救援要請 調整

情報収集と救援活動の準備

被災現場からの⽂化財の救出

緊急保管と応急処置

⼀時保管

所有者への返却

被災⽂化財救援活動の流れ

緊急保管︓
救出してきた⽂化財を緊急に
保管すること

応急処置︓
⼀般的な環境下（常温常湿）
でそれ以上傷まない状態にす
る処置

⼀時保管︓
応急処置後、所有者に返却す
るまで、あるいは本格的な修
理に⼊るまで保管すること

⽂
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
事
業
の
対
象
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⽂化財レスキュー事業に
ついての所有者等への
説明資料

被害状況調査

⽀保⼯を施し、作業者の安全を確保

個⼈宅の⼟蔵からの⽂化財救出活動

救出した⽂化財の梱包

【取扱注意】無断転載禁⽌
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令和６年６⽉３０⽇現在

今後の課題

・救出活動の促進
・救出してきた資料の整理作業
・応急処置の実施
・⼀時保管環境の整備
・復興に向けての取り組み

今後とも、皆様のご⽀援、ご協⼒を
よろしくお願いします。


